
治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）の一部改訂新旧対照表
（下線部は改訂部分） 

改  訂  後 現 行
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第１編  ～  第４編 （略）

第５編 保安林整備

第 1 章 （略）

第２章 調 査

第１節 総 説

（略）

１－１ 調査項目

保安林 整 備事業 の 計画、設 計に必 要 な調査 項 目は次 の とおり と し、事 業 の目的 、内

容等に 応 じて選 択 するも の とする 。

１  地 形 調 査   ２  地 質 ・ 土 壌 調 査   ３  気 象 調 査   ４  林 況 ・ 植 生 調 査  

５  森 林 被 害 調 査   ６  森 林 荒 廃 調 査   ７  森 林 機 能 調 査   ８  環 境 調 査  

９ 社 会 的特性 調 査

１－２ 調査の手順 （略）

第２節 地形調査

２－１ 総   説

地形調 査 は、事 業 対象地 域 及びそ の 周辺の 地 形の状 況 を把握 し 、整備 対 象地の 設 定、

整備方 法 の検討 、 植栽樹 種 の選定 等 に必要 な 基礎資 料 を得る こ とを目 的 とする 。

２－２ ・  ２－３ （略）

第３節 地質・土壌調査

３－１ 総   説

地質・土 壌調査 は 、事業対 象地域 及 びその 周 辺の地 質 、土壌を 把握し、森林荒 廃 の

原因 、危 険性の 推 定、植栽 樹種 、肥 料、土壌 改良材 の 選定等 に 必要な 基 礎資料 を 得る

ことを 目 的とす る 。

第１編  ～  第４編 （略）

第５編 保安林整備

第 1 章 （略）

第２章 調 査

第１節 総 説

（略）

１－１ 調査項目

保安林 整 備事業 の 計画、設 計に必 要 な調査 項 目は次 の とおり と し、事業 の目的、内

容等に 応 じて選 択 するも の とする 。

１ 地 形 調 査 ２ 地 質 、 土 壌 調 査 ３ 気 象 調 査   ４ 林 況 、 植 生 調 査

５ 森 林 被 害 調 査  ６ 森 林 荒 廃 調 査 ７  森 林 機 能 調 査  ８  環 境 調 査

９ 社 会 的特性 調 査

１－２ 調査の手順 （略）

第２節 地形調査

２－１ 総   説

地形調 査 は、事 業 対象地 域 並びに そ の周辺 の 地形の 状 況を把 握 し、整 備 対象地 の 設

定、整 備 方法の 検 討、植 栽 樹種の 選 定等に 必 要な基 礎 資料を 得 ること を 目的と す る。

２－２ ・  ２－３ （略）

第３節 地質、土壌調査

３－１ 総   説

地質、土 壌調査 は 、事業 対 象地域 及 びその 周 辺の地 質 、土壌 を 把握し 、森林荒 廃 の

原因、危 険性の 推 定、植 栽 樹種、肥 料、土 壌 改良材 の 選定等 に 必要な 基 礎資料 を 得る

ことを 目 的とす る 。
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３－２ 予備調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは 、第２編 第 ２章第 ３ 節「 土質・地質調 査」及び 同第

４節「 土 壌調査 」 に準ず る ものと す る。  
 
３－３ 現地調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは 、第２編 第 ２章第 ３ 節「 土質・地質調 査」及び 同第

４節「 土 壌調査 」 に準ず る ものと す る。  
 
第４節 気象調査  

４－１  （略）  
 
４－２ 予備調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは 、第２編 第 ２章第 ６ 節「気 象 調査」に 準ずる も のと

する。  

 
４－３ 現地調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは 、第２編 第 ２章第 ６ 節「気 象 調査」に 準ずる も のと

する。  
 
第５節 林況・植生調査  

５－１  総   説  

林況・植 生調査 は 、事業 対 象地域 及 びその 周 辺の林 況 、植生 等 の状況 及 び特性 を 把

握し、 森 林の整 備 に必要 な 基礎資 料 を得る こ とを目 的 とする 。  
 

５－２ 予備調査  

１  予 備 調査は 、事業対 象 地域及 び その周 辺 の林種 (林相 )と その分 布 状況、主 要樹種、

齢級、蓄 積、立 木 密度、下 層植生 の 状況等 を 概括的 に 把握す る ために 行 うもの と す

る。  
 
２  （ 略 ）  

３－２ 予備調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは 、第２編 第 ２章第 ３ 節「土 質 、地質 調 査」及 び 同第

４節「 土 壌調査 」 に準ず る ものと す る。  
 
３－３ 現地調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは 、第２編 第 ２章第 ３ 節「土 質 、地質 調 査」及 び 同第

４節「 土 壌調査 」 に準ず る ものと す る。  
 
第４節 気象調査  

４－１  （略）  
 
４－２ 予備調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは、第２編 第 ２章第 ５ 節「気象 調査」に 準ずる も のと

する。  
 
４－３ 現地調査  

１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の方法 及 びとり ま とめは、第２編 第 ２章第 ５ 節「気象 調査」に 準ずる も のと

する。  
 
第５節 林況、植生調査  

５－１  総   説  

林況、植 生調査 は 、事業対 象地域 及 びその 周 辺の林 況 、植生等 の状況 及 び特性 を 把

握し、 森 林の整 備 に必要 な 基礎資 料 を得る こ とを目 的 とする 。  
 

５－２ 予備調査  

１  予 備 調査は 、事業対 象 地域及 び その周 辺 の林種 (林 相 )とその 分布状 況 、主 要樹 種、

令級、蓄 積、立木 密度、下 層植生 の 状況等 を 概括的 に 把握す る ために 行 うもの と す

る。  
 
２  （ 略 ）  
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５－３ （略）  

 
第６節 森林被害調査  

６－１  （略）  

 
６－２ 現地調査  

現地調 査 は、事 業 対象地 域 におけ る 森林被 害 の種類 や 原因、回 復の見 通 し等を 把 握

するた め に行う も のとす る 。  
 

第７節 森林荒廃調査  

７－１  総   説  

森林荒 廃 調査は 、事業対 象 地域等 の 森林荒 廃 の状況 及 び特性 を 調査し 、整備対 象 地

の設定 、 整備内 容 、整備 方 法等の 検 討に必 要 な基礎 資 料を得 る ことを 目 的とす る 。  
 

７－２ 現地調査  （略）  
 
第８節 森林機能調査  

８－１  ・  ８－２  （略）  

 

８－３  災害の防止又は軽減機能調査  

８－３ － １  予 備 調査  

予備調 査 は、事 業 対象地 域 に関わ る 災害の 現 況及び 発 生の可 能 性を把 握 するた め に

行うも の とする 。  
 

８－３ － ２  （ 略 ）  

 

第９節  ・  第１０節  （略）  

 

第３章 （略） 

 

第４章 森林造成の設計 

 

第１節  ～  第３節  （略）  
 
 
 

５－３ （略）  

 
第６節 森林被害調査  

６－１  （略）  

 
６－２ 現地調査  

現 地 調 査 は 、 事 業 対 象 地 域 に お け る 森 林 被 害 の 種 類 (原 因 )、 回 復 の 見 通 し 等 を 把 握

するた め に行う も のとす る 。  
 

第７節 森林荒廃調査  

７－１  総   説  

森林荒 廃 調査は 、調査対 象 地域等 の 森林荒 廃 の状況 及 び特性 を 調査し 、整備対 象 地

の設定 、 整備内 容 、整備 方 法等の 検 討に必 要 な基礎 資 料を得 る ことを 目 的とす る 。  

 
７－２ 現地調査  （略）  
 
第８節 森林機能調査  

８－１  ・  ８－２  （略）  

 
８－３ 災害の防止又は軽減機能調査  

８－３ － １  予 備 調査  

予備調 査 は、事 業 対象地 域 にかか わ る災害 の 現況及 び 発生の 可 能性を 把 握する た め

に行う も のとす る 。  
 

８－３ － ２  （ 略 ）  

 
第９節 ・  第１０節  （略）  

 

第３章 （略） 

 

第４章 森林造成の設計 

 

第１節  ～  第３節  （略）  
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第４節 造成基礎工  

４－１  土留工  

１  土 留 工は、不 安定な 土 砂の移 動 の抑止 、斜面勾 配 の修正 、表面流 下 水の分 散 等を

図り、 植 物の生 育 に適し た 基盤を 造 成する た めに設 け るもの と する。  
 
２  （ 略 ）  

 

４－２  ・  ４－３  （略）  

 

４－４  排水工  

１  （ 略 ）  
 
２  排 水 工の工 種 は、水路 工及び 暗 きょ工 と し、配置 、種 別及 び構造 等 は、第２ 編第

５章第 ３ 節３－ ５ 「水路 工 」及び ３ －６「 暗 きょ工 」 に準ず る ものと す る。  
 
４－５ 防風工  

１  （ 略 ）  
 
２  防 風 工の配 置 及び構 造 等は、第 ３編第 ４ 章第４ 節 ４－３「 防風工 」に準ず る もの

とする 。  
 
第５節 植栽準備工  

５－１  本数調整伐  

５－１ － １  （ 略 ）  

 
５－１ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

本数調 整 伐は、 樹 種構成 、 林木の 配 置状況 、 林内の 照 度、及 び 気象条 件 等に応 じ 、

植栽木 、 既存木 等 の健全 な 生育が 効 果的に 図 られる 方 法によ り 行うも の とする 。  
 

５－２ 枝落し  

５－２ － １  （ 略 ）  

 

５－２ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

枝落し は 、対象 木 となる 上 層木の 種 類、形 状 、枝張 り の状態 、 林内照 度 等に応 じ 、

植生導 入 工にお け る植栽 木 又は稚 樹 等への 光 環境が 最 も効果 的 、効率 的 に改善 さ れる

よう行 う ものと す る。  
 

５－３ （略）  

第４節 造成基礎工  

４－１  

１  土 留 工は、不 安定な 土 砂の移 動 の抑止、斜面勾 配 の修正、表面流 下 水の分 散 等を

図り、 植 物の生 育 に適し た 基盤を 造 成する た めに設 け るもの と る。  
 
２  （ 略 ）  
 

４－２  ・  ４－３  （略）  

 

４－４  排水工  

１  （ 略 ）  
 
２  排 水 工の工 種 は、水 路 工及び 暗 渠工と し 、配置 、種別及 び 構造等 は 、第２ 編 第５

章第３ 節 ３－５ 「 水路工 」 及び３ － ６「暗 き ょ工」 に 準ずる も のとす る 。  
 
４－５ 防風工  

１  （ 略 ）  
 
２  防 風 工の配 置 及び構 造 等は、第 ３編第 ３ 章第４ 節 ４－５ － ３「防風 工」に準 ずる

ものと す る。  
 
第５節 植栽準備工  

５－１  本数調整伐  

５－１ － １  （ 略 ）  

 

５－１ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

本数調 整 伐は、 樹 種構成 、 林木の 配 置状況 、 林内の 照 度、及 び 気象条 件 等に応 じ 、

植栽木 、 既存木 等 の健全 な 生育が 効 果的に 図 れる方 法 により 行 うもの と する。  
 

５－２  枝落し  

５－２ － １  （ 略 ）  

 

５－２ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

枝落し は 、対象 木 となる 上 層木の 種 類、形 状 、枝張 り の状態 、 林内照 度 等に応 じ 、

植生導 入 工にお け る植栽 木 または 稚 樹等へ の 光環境 が もっと も 効果的 、効率的 に 改善

される よ う行う も のとす る 。  
 

５－３  （略）  
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５－４ 地表掻き起し  

５－４ － １  （ 略 ）  

 
５－４ － ２  地 表 掻き起 し の方法  

地表掻 き 起しは 、種子の 飛 散特性 、地表被 覆 の状態 、気象、地 形条件 等 に応じ 、種

子の定 着 、発芽 に 最も適 し た方法 で 行うも の とする 。  
 
第６節 植生導入工  

６－１  植栽  

６－１ － １  ～  ６ －１－ ４  （略 ）  

 

６－１ － ５  植 栽 の方法 及 び時期  

植栽は、植栽地 の 環境条 件 、苗木の 特性、形 状等に 応 じ、活着 及び植 栽 後の生 育 が

最も効 果 的に図 ら れる方 法 で、適 切 な時期 に 行うも の とする 。  
 

６－１ － ６  （ 略 ）  

 

６－１ － ７  支 保  

１  （ 略 ）  
 
２  支 保 の方法 は 、苗 木の 大きさ 、配置状 況 等及び 斜 面の状 態 、外 力の 種類 、程 度等

に応じ 、 最も適 切 な方法 を 選定す る ものと す る。  
 
６－１ － ８  （ 略 ）  

 

６－２  （略）  

 

第５章 保育の設計 

 

第１節  （略）  

 
第２節 保育の工種  

２－１  ～  ２－３  （略）  

 

２－４  除伐  

２－４ － １  （ 略 ）  
 

５－４  地表掻き起し  

５－４ － １  （ 略 ）  

 

５－４ － ２  地 表 掻き起 し の方法  

地表掻 き 起しは 、種子の 飛 散特性 、地表被 覆 の状態 、気象 、地 形条件 等 に応じ 、種

子の定 着 、発芽 に もっと も 適した 方 法で行 う ものと す る。  
 
第６節 植生導入工  

６－１  植栽  

６－１ － １  ～  ６ －１－ ４  （略 ）  

 
６－１ － ５  植 栽 の方法 及 び時期  

植栽は 、植栽地 の 環境条 件 、苗木 の 特性、形 状等に 応 じ、活 着 及び植 栽 後の生 育 が

最も効 果 的に図 れ る方法 で 、適切 な 時期に 行 うもの と する。  
 

６－１ － ６  （ 略 ）  

 
６－１ － ７  支 保  

１  （ 略 ）  
 
２  支 保 の方法 は 、苗木 の 大きさ 、配置状 況 等並び に 斜面の 状 態、外 力 の種類 、程度

等に応 じ 、最も 適 切な方 法 を選定 す るもの と する。  
 
６－１ － ８  （ 略 ）  

 

６－２  （略）  

 

第５章 保育の設計 

 

第１節  （略）  

 
第２節 保育の工種  

２－１  ～  ２－３  （略）  

 

２－４  除伐  

２－４ － １  （ 略 ）  
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２－４ － ２  除 伐 の方法  

除伐は 、樹種構 成 、林齢 、林木の 配 置状況 及 び地形 、気象特 性 等の条 件 に応じ 、適

切に行 う ものと す る。  
 
２－４ － ３  （ 略 ）  
 
２－５ （略）  

２－６  本数調整伐  

２－６ － １  （ 略 ）  

 
２－６ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

本数調 整 伐の方 法 は、本編 第４章 第 ５節５ － １「本数 調整伐」に準ず る ものと す る。 
 

 

２－６ － ３  本 数 調整伐 の 時期、 回 数  

１  本 数 調整伐 は 、うっ 閉 の度合 い が高く な り、森 林 の健全 性 が損な わ れるお そ れが

生じた 時 期に１ 回 目を行 い 、それ 以 後は必 要 に応じ て 実施す る ものと す る。  
 
２  （ 略 ）  
 
２－７ 受光伐  

２－７ － １  受 光 伐の目 的  

受光伐 は 、育成 複 層林の 上 層木の 本 数を調 整 するこ と により 、光環境 を 改善し 、下

層木及 び 林床植 生 の健全 な 生育を 図 るため に 行うも の とする 。  
 
２－７ － ２  ・  ２ －７－ ３  （略 ）  

 
２－８ 枝落し  

２－８ － １  （ 略 ）  
 
２－８ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

枝落し は 、対象 木 の種類 、形状、枝 張りの 状 態、林 内 の照度 等 に応じ 、林内の 光 環

境が最 も 効果的 、 効率的 に 改善さ れ るよう 行 うもの と する。  
 

２－８ － ３  （ 略 ）  

 

 

 

２－４ － ２  除 伐 の方法  

除伐は 、樹種構 成 、林 令、林木の 配 置状況 及 び地形 、気象特 性 等の条 件 に応じ 、適

切に行 う ものと す る。  
 

２－４ － ３  （ 略 ）  

 
２－５ （略）  

２－６  本数調整伐  

２－６ － １  （ 略 ）  
 

２－６ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

本数調 整 伐の方 法 は、本編 第４章 第 ５節５ － １－２「 本数調 整 伐」に準 ずるも の と

する。  
 

２－６ － ３  本 数 調整伐 の 時期、 回 数  

１  本 数 調整伐 は 、うっ 閉 の度合 い が高く な り、森 林 の健全 性 が損な わ れる恐 れ が生

じた時 期 に１回 目 を行い 、 それ以 後 は必要 に 応じて 実 施する も のとす る 。  
 
２  （ 略 ）  
 
２－７ 受光伐  

２－７ － １  受 光 伐の目 的  

受光伐 は 、育成複 層林の 上 層木の 本 数を調 整 するこ と により、光環境 を 改善し、下

層木及 び 林床植 生 の健全 な 成育を 図 るため に 行うも の とする 。  
 

２－７ － ２  ・  ２ －７－ ３  （略 ）  
 

２－８  枝落し  

２－８ － １  （ 略 ）  

 
２－８ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

枝落し は 、対 象木 の種類 、形状 、枝 張りの 状 態、林内 の照度 等 に応じ 、林内の 光 環

境がも っ とも効 果 的、効 率 的に改 善 される よ う行う も のとす る 。  
 
２－８ － ３  （ 略 ）  
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２－９ 追肥  

２－９ － １  追 肥 の目的  

追肥は 、 植栽木 等 の生育 を 促進さ せ るため に 行うも の とする 。  
 

２－９ － ２  （ 略 ）  

 
２－１０ 根踏み  

２－１ ０ －１  （ 略）  
 

２－１ ０ －２  根 踏みの 方 法、時 期  

根踏み の 方法は 、根元を 十 分に踏 み つける も のとし 、消雪後 す みやか に 行うも の と

する。  
 

２－１１ ～  ２－１３  （略）  

２－９ 追肥  

２－９ － １  追 肥 の目的  

追肥は 、 植栽木 等 の成育 を 促進さ せ るため に 行うも の とする 。  
 

２－９ － ２  （ 略 ）  

 
２－１０ 根踏み  

２－１ ０ －１  （ 略）  

 

２－１ ０ －２  根 踏みの 方 法、時 期  

根踏み の 方法は 、根元を 十 分に踏 み つける も のとし 、消雪後 す みやか に 行うも と す

る。  
 

２－１１ ～  ２－１３  （略）  

附  則  
こ の 通 知 は 令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日 か ら 適 用 す る  




